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ご申請の前に･･･

＜典拠インボイスとは？＞

・商工会議所は、貴社発行のコマーシャルインボイスに記載された情報を第一の根拠と

して原産地証明書を発給しています。したがって、原産地証明書を申請する際は、典

拠資料として、コマーシャルインボイスを必ず提出いただきます。

・原産地証明書の記載必須事項がコマーシャルインボイスに記載されていない場合は、

原則としてインボイスへの追記が必要となります。

・詳細はホームページをご確認ください⇒ https://www.tokyo-cci.or.jp/shomei/preparation/country_of_origin/column/

＜典拠インボイスの直接入力とは？＞

・インボイスのフォトコピーをPDFでアップロード提出する代わりに、インボイスに記載

された情報を直接テキストで入力いただくことです。入力された電子インボイス情報

を、典拠インボイスとみなします。

・東京商工会議所の審査順序は、典拠インボイスが「直接入力のもの」が先になります。

（「PDF提出のもの」は順序が後になります）
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原産地証明書 申請の流れ＜典拠インボイス直接入力＞

②典拠インボイスを画面入力

①証明依頼書を画面入力

③原産地証明書を画面入力
（インボイスの記載と異なる箇所を修正）

申請者
ユーザーＩＤ

・インボイス記載事項から、最低限審査に必要な情
報を入力していただきます。必ずしも、全てのイ
ンボイス記載事項を入力する必要はありません。

・「インボイスの内容を原産地証明書に転記」ボタ
ンを押すと、インボイスの内容が「原産地証明書
」の入力欄に転記されます。

・入力内容が原産地証明書に反映されます。

2



＜発給申請＞ 半角入力欄に入力可能な文字

【半角入力欄に入力可能な文字】
・半角英数字および一部の半角記号
（右表＋半角スペース）

【半角入力欄に入力不可な文字の例】
・全角文字、全角記号
・丸囲み数字（①など）、機種依存文字（¥など）、ローマ数字（Ⅱなど）、ギリシャ文字（∮など）。

【入力欄毎の注意事項】
・商品欄

数量単位：㎥等の単位は入力できません。㎥→m3のように半角英数字で入力してください。
価格単位：¥や€（ユーロ）等の単位は入力できません。

¥→JPY、€→EURのように半角英字で入力してください。
・荷印・荷物番号欄

色や図は入力できません。
漢字（中国語）は入力できません。
※また、入力文字数の最大値は2,000となります。2,000を超える場合、記載を省略するなどして

2,000字以内に収めていただく必要があります。 3



＜発給申請＞ ① 証明依頼書の入力

・記載産品の主な品目、仕向国を選択します。（証明書には反映されません。）
・発給手数料は会員区分（会員／非会員）毎に金額が設定されておりますので、会員区分と金額をお確かめください。
・決済方法は、申請先の商工会議所により表示される選択肢が異なる場合があります。
・発給申請者、輸出者の欄には貿易登録の内容が表示されます。

・記載産品の主な品目は、
以下から選択します。
一般機械
電気機器
輸送用機器
精密機器
金属・金属製品
化学製品
紡績・繊維製品
食料品
雑貨
その他

※複数の商品を証明書に記
載する場合も主な品目１つ
を選択してください。
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＜発給申請＞ ②典拠インボイスの入力

【画面内の印の見方】
・ 印の付いた項目は、原産地証明書に転

記される内容です。
※典拠インボイスの入力完了後､原産地証
明書に入力内容を転記する機能があります

・ 印の付いた項目は、後に選択する条件
により原産地証明に転記される内容です。

・ 印の付いた項目は、入力必須です。

【重要】書面による窓口申請とは典拠インボイスの提出方法が異なります
・オンライン申請では、「典拠インボイス情報の入力」を持って「署名届により届け出た署名のある商業インボイス

の添付」に代えさせていただきます。
・貴社のインボイスの全ての記載内容を入力項目（入力欄）画面が網羅しているとは限りませんので、インボイスか

ら必要事項のみ抜粋して入力してください。
・インボイスをＰＤＦ形式で添付しても申請いただけます。但し、直接インボイス情報の入力をされる場合よりも審

査時間が長くなります。詳しくは東京商工会議所証明センターホームページをご参照ください。

【改行はできません】
・各入力欄では改行はできませんので、ご

注意ください。
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＜発給申請＞ ②典拠インボイスの入力
【輸出者】
・輸出者の英文社名、英文住所を国名まで全て

入力します。
初期値は貿易登録の現住所が入力されます。

【バイヤー】
・当該貿易取引の取引先(買主)を入力します。
・ImporterやMessers、Notify partyなど、

Buyer以外の名称で記載されている場合も
本欄に入力します。

【荷受人】
・「海外の荷受人」の会社名または個人名、住

所、国名まで全て入力します。
・インボイス上に荷受人の記載がない場合は空

欄としてください。
※仕向け国内の「End User」（転売先等）の会
社名、住所を記載しなければならない場合は､
Remarks欄に入力します。

【インボイス】
・インボイス番号が無い場合は「NIL」と入力し

てください。
・インボイス日付は、西暦、月、日を数字8桁で

入力します。未来の日付にすることはできま
せん。

（例）2023年9月24日→20230924
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【輸送手段】
・船積日は、西暦、月、日を続けて数字8桁で入力し

ます。
（例）2023年9月24日→20230924
※船積日から６ヵ月以上が経過している場合、オン
ライン申請を行うことはできません。

・船積地、仕向地は国名の記載が必須です。

【備考】
・原産地証明書の｢6.Remarks欄｣に記載が必要な場合､

同じ内容を入力します。原則空欄とし、必要最低限

に留めてください。また、インボイスにも同様の
記載が必要となりますのでご注意ください。

・輸出者の必要に応じてその直接の輸入契約者に係る
内容のみ、記載することができます。

・字数上限で入力しきれない場合は、＊印をつけて
「その他」欄に続きを入力してください。

・以下は記載できません。
＊他欄の指定事項や、輸出者が責任を負わない事項
（輸入者とその転売先との契約に関する事項等）
＊宣誓文（We certify～）は本欄ではなく「その他」

欄に記載
＊製造年の記載は原則不可

【荷印・荷物番号】

・改行は不可です。
・図や記号は入力できません。「Print in Red」や
「In dia」等の英字で表現して入力することは可能です。
・荷印が無い場合は「Unmarked」や「No Mark」、
「NIL」等を記載してください。
・PDF形式でのアップロードも可能です。PDF以外の

形式は添付不可。

＜発給申請＞ ②典拠インボイスの入力
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＜発給申請＞ ②典拠インボイスの入力

【梱包数（種類）】
・必須入力です。梱包されていない場合は、

「Unpacked」や「In Bulk」等と入力します。

【その他】
・原産地証明書の７、８欄（BODY欄）の下部に

表示する情報を記載する欄です。
（重量、LOT NO.、CTNR/SEAL No. 等）

・インボイスに記載されていない内容は記載できません。
・原産地証明書の｢6.Remarks欄｣に入力しきれない

内容は、＊印でつないで本欄に続きを入力可能です。
・宣誓文（We hereby～）等はこちらに入力します。

【インボイス合計額】
【支払方法】
【貿易条件】
・東京商工会議所では、審査にあたり本欄は入力必須と

いたします。 マークはありませんが、ご了承くだ
さい。

【インボイス署名者】
・署名者として登録いただいている方のみ選択可となり

ます。
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【商品名総称】
・各商品の総称があれば、入力します。
・本欄は任意入力かつ、商品情報について商品名総称本欄の入力だ

けでは申請できません。数量や単位を確認できないためです。複
数商品をまとめて商品名総称として入力したい場合は、商品名の
欄に入力するようにしてください。

【商品情報】
・商品情報を1商品ずつ入力します。
・東京商工会議所では、審査にあたり、数量、単位、単価、価格、

を入力必須といたします。単価、価格に マークはありません
が、ご了承ください。

・２つ以上の商品を入力する場合、「新規行追加」をクリックし、
入力欄を追加して入力します。

・価格欄に環境依存文字は入力できません。例えば、「¥」は入力で
きないため、「YEN」と入力する必要があります。

・「複写」をクリックすると、入力済の商品情報をコピーして新規
行を追加します。

・「削除」をクリックすると、入力済の商品情報が削除されます。

【総数量（総重量）】
・上記の商品欄に入力した「数量」の合計値を入力してください。

数量単位が複数ある場合は、”10 pcs, 5 units”のように、
単位ごとの合計値を入力してください。

・重量を記載する場合、必ずNET WEIGHT（純重量）を記入くださ
い。

＜発給申請＞ ②典拠インボイス（商品）の入力
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【典拠インボイスの入力内容の転記】
・「インボイスの内容を原産地証明書に転記」ボタンをクリックして、典拠インボイスの入力内容を原産地証明書の入

力欄に転記します。ただし、Consignee欄とTransport details欄は、選択条件（下表）により入力内容が転記されな
い場合があります。

※典拠インボイスの入力内容に不備がある場合、転記ボタンを押せません。
・転記後、必要に応じて入力内容を修正することが可能です。
・なお、転記した内容（インボイスの記載事項）が全て証明書に記載できるとは限りません。例えば、商品名は一般的

かつ具体的な商品名が記載されていなければ追記が必要になります。また、原産国の証明と関係のない内容が記載さ
れていると認証できないので削除が必要になります。

項目 選択条件 証明書への転記内容

Consignee欄

インボイ
スどおり

インボイスの内容を
転記

To order To orderと入力

Transport 
details欄

インボイ
スどおり

インボイスの内容を
転記

省略形
（船便）

From、Toはインボ
イスの内容を転記
ByはSeaと入力

省略形
（航空
便）

From、Toはインボ
イスの内容を転記
ByはAirと入力

＜発給申請＞ ②典拠インボイス ⇒ ③原産地証明書への転記
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＜発給申請＞ ③原産地証明書

・原産地証明書の記載事項を入力します。
・１．輸出者欄がOn behalf of～の場合、「船積書類作成等につい

ての委任状」をアップロードまたは原本提出する必要があります。
・2.荷受人欄をTo orderと記載する場合、5.輸送手段欄の船積地、

仕向地、便名／便区分は必須入力です。

証明書への
反映イメージ

※日付はMonth、Date、
Yearで反映されます。

(例)20230924
→「September 24, 
2023」

①

②

③

④

⑤

⑥

①

②

⑤

④

③

⑥
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＜発給申請＞ ③原産地証明書

①

②

③

②

証明書への
反映イメージ

④

⑤

⑥

①

③

④

⑥
⑤
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＜発給申請＞ ③原産地証明書（商品）

・インボイスから転記した商品名を修正することができます。
ただし、インボイスに記載されていない商品を入力することはできません。

※原則として、数量、単位は修正しないでください（典拠インボイスに根拠のない
記載は不可となります）

①

②

③ ④

証明書への
反映イメージ

⑤

①
② ③ ④

⑤
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＜発給申請＞ ③原産地証明書（その他の典拠書類/連絡先）

・入力は以上となります。
・入力内容に不備がある場合、「発給申請」ボタンが表示されず、「発給申請入力チェック」と表示されます。
・保存をクリックすると、入力途中の内容が保存されます。保存状態では、印刷する証明書イメージを確認することができます

（詳細は次ページ参照）

【その他の典拠書類】
・典拠インボイス以外の追加書類が必要な場

合、「その他の典拠書類追加」ボタンをク
リックして、ファイルを選択します。

【審査完了通知メールの受信希望】
・審査完了通知メールは、審査が完了して状

態が「承認」となったタイミングで送付し
ます。

※承認後、手数料支払い手続きとなります。

【本件に関するご担当者】
・E-mail欄に記載するメールアドレスは、

申請に不備等があり差し戻しを行った場合
の自動メール送信先として使用します。
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＜発給申請＞ ④途中保存
・「保存」をクリックすると、入力内容が途中保存されます。発給受付番号が表示

されますので、入力を再開する時は、発給申請状況一覧画面から本画面に表示さ
れている発給受付番号をクリックしてください。

・また、証明書のイメージを確認することができます。

証明書イメージ

・証明書イメージでは、「10.Certification」欄
がサンプル画像に差し代わります。
また、欄外のQRコードも表示されません。

15



＜発給申請＞ ⑤ 申請完了

・「発給申請」をクリックすると申請が完了します。
・発給受付番号が表示されますので、申請内容の確認や不備等があって修正を行う場合、

発給申請状況一覧画面から本画面に表示されている発給受付番号を開いてください。
・「証明書イメージ閲覧（PDF）」をクリックすると、証明書イメージが表示されます（保存時と同様）。

【申請後、証明手数料が発生します】
・申請後は商工会議所が内容を審査します。審査完了後、手数料をお支払いいただき、証明書の印刷が可能となります。
・申請後に証明書が不要になったとしても、審査を行っていますので証明手数料をお支払いいただく必要があります。

十分にご理解いただいたうえで、発給申請を行ってください。
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＜発給申請＞（ご参考）ＴＳＶインポート
・TSVファイルをインポートすることで入力を行うことも可能です。

ファイルを指定し、
画面に反映します。

【 TSVインポート機能】について
本機能の詳細情報は、以下よりダウンロードしてご確認くだ
さい。
〇TSVマニュアル
https://www.jcci.or.jp/boeki/sys/tsv_manual.pdf

〇TSV定義書
https://www.jcci.or.jp/tsv_teigi.xlsx

〇TSVサンプル
https://www.jcci.or.jp/tsv_sample.zip
※アップロードするのはテキストファイルの方になります。
※外国産の申請を想定し作成しました。日本産の場合は原産

国部分は空欄でOKになります。
※外国産の申請の際は、TSVアップロードとは別に、「必要

書類」の欄で書類のPDFアップロードが必要です。 17
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